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(57)【要約】
【課題】従来の畳表と略同一の厚さを保ちながら、悪臭
を吸収し、素足で踏みつけたときの感触に優れ、畳目の
よじれがなく、耐久性に優れた畳表を提供することを目
的とする。
【解決手段】本考案による耐久性畳表は、イ草の畳表３
０に、このイ草の畳表３０の厚さの数分の１の厚さの裏
張りシート３１を裏張りした耐久性畳表であって、前記
裏張りシート３１は、内側シート３３と外側シート３６
の間に炭粉３４を封入してなり、前記内側シート３３を
イ草の畳表３０の裏側に接着剤３２で貼着する。前記内
側シート３３は、０．１～０．２ｍｍ程度の薄くて柔ら
かで多孔質の不織布からなる。前記外側シート３６は、
０．２～０．３ｍｍ程度の薄くて伸縮の少ない硬めの多
孔質の凹凸のある不織布からなる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　イ草の畳表に、このイ草の畳表の厚さの数分の１の厚さの裏張りシートを裏張りした耐
久性畳表であって、前記裏張りシートは、内側シートと外側シートの間に炭粉を封入して
なり、前記内側シートをイ草の畳表の裏側に接着剤で貼着したことを特徴とする耐久性畳
表。
【請求項２】
　内側シートは、０．１～０．２ｍｍ程度の薄くて柔らかで多孔質の不織布からなること
を特徴とする請求項１記載の耐久性畳表。
【請求項３】
　外側シートは、０．２～０．３ｍｍ程度の薄くて伸縮の少ない硬めの多孔質の凹凸のあ
る不織布からなることを特徴とする請求項１又は２記載の耐久性畳表。
【請求項４】
　炭粉は、竹炭の粉末を１畳当り１００～２００ｇ封入したことを特徴とする請求項１、
２又は３記載の耐久性畳表。
【請求項５】
　イ草の畳表は、イ草を経糸が１本毎に織り込み、経糸と経糸の間の一目が約７ｍｍの目
積表からなることを特徴とする１、２、３又は４記載の耐久性畳表。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、特に、旅館、ホテル、集会場などの不特定多数の人が集合する部屋に敷設さ
れて使用されるのに適した耐久性畳表に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図４に示すように、イ草で織られた畳表１０の裏面全体に、紙、不織布、布地、合成樹
脂フィルムなどの裏打ち地１２を接着剤１１で接着して裏打ち畳１３を設けたものが知ら
れている（特許文献１）。
【０００３】
　また、図５に示すように、炭片を収納した中空ハニカム構造による多数容器の並列体を
内装した畳を構成するにあたり、畳の断層構造として、下層から上層に向けて順次に、防
湿性裏打ちシート１６と、プラスチック段ボール１７と、独立発泡ポリエチレンフォーム
１８と、備長炭等の木炭や竹炭等の炭片１９を収納した中空ハニカム構造による多数容器
の並列体２０と、多孔通気性硬質プラスチック薄板２１と、通気性厚手不織布２２と、畳
表２３とをそれぞれ順次に重合した後、縫合処理を施したものが知られている（特許文献
２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開昭６１－１７６３３８号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１６５２９１号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　図４に示すものは、裏打ち畳１３の各左右の側辺部１４に、縁地１５を接着又は逢着し
て正式の畳と同様にして使用するものであるから、裏打ち地１２は、畳床の機能を持たせ
ることとなり、畳表１０と重ね合わせると、全体として少なくとも４～５ｍｍの厚さとな
る。従って、従来の畳床の上に載せて取り付けると敷居より高くなって張り替え用の畳表
として使用することができない。また、イ草の畳表１０の裏に裏打ち地１２を貼り付けた
だけなので、イ草の目に浸み込んだ臭いやカビ臭さ等の悪臭を吸収することができない。
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　図５に示すものは、独立発泡ポリエチレンフォーム１８と防湿性裏打ちシート１６との
間に多数容器の並列体２０を収納した炭片１９を重ねるものであるから、畳床の一部とし
て構成され、畳床も一緒に取り換えないと畳表２３だけの張り替えでは、悪臭の吸収力を
回復することができない。
【０００６】
　本考案は、従来の畳表の厚さと略同一の厚さを保ちながら、畳床への張り替えだけで、
悪臭を吸収し、素足で踏みつけたときの感触に優れ、足指の力による畳目のよじれがなく
、耐久性に優れた畳表を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案による耐久性畳表は、イ草の畳表３０に、このイ草の畳表３０の厚さの数分の１
の厚さの裏張りシート３１を裏張りした耐久性畳表であって、前記裏張りシート３１は、
内側シート３３と外側シート３６の間に炭粉３４を封入してなり、この裏張りシート３１
の内側シート３３をイ草の畳表３０の裏側に接着剤３２で貼着したことを特徴とする。
【０００８】
　前記内側シート３３は、０．１～０．２ｍｍ程度の薄くて柔らかで多孔質の不織布から
なることを特徴とする。
　前記外側シート３６は、０．２～０．３ｍｍ程度の薄くて伸縮の少ない硬めの多孔質の
凹凸のある不織布からなることを特徴とする。
　前記炭粉３４は、竹炭の粉末を１畳当り１００～２００ｇ封入したことを特徴とする。
　前記イ草の畳表３０は、イ草３７を経糸３８が１本毎に織り込み、経糸３８と経糸３８
の間の一目が約７ｍｍの目積表からなることを特徴とする。
【考案の効果】
【０００９】
　請求項１記載の考案によれば、イ草の畳表に、このイ草の畳表の厚さの数分の１の厚さ
の裏張りシートを裏張りした耐久性畳表であって、前記裏張りシートは、内側シートと外
側シートの間に炭粉を封入してなり、この裏張りシートの内側シートをイ草の畳表の裏側
に接着剤で貼着したので、内側シートがイ草の畳表に確実に密着して固着し、外側シート
がイ草の畳表のよじれを防止し、炭粉でカビなどによるにおいの発生を防止できる。また
、イ草の畳表に裏張りシートを裏張りしても全体の厚さがわずかに厚くなるだけであるか
ら、元の畳床に張り替えても敷居などより高くなることがない。従って、耐久性のある畳
表を得ることができる。
【００１０】
　請求項２記載の考案によれば、内側シートは、０．１～０．２ｍｍ程度の薄くて柔らか
で多孔質の不織布からなるので、イ草の畳表の凹凸のある裏側にしっかりとなじんで固着
される。また、多孔質の不織布は、イ草の畳表のカビ臭さ等の異臭を透過して臭い防止作
用が優れている。
【００１１】
　請求項３記載の考案によれば、外側シートは、０．２～０．３ｍｍ程度の薄くて伸縮の
少ない硬めの多孔質の凹凸のある不織布からなるので、イ草の畳表の目の伸縮を防止し、
長期間使用しても畳表の型崩れがなく、耐久性を持続させることができる。
【００１２】
　請求項４記載の考案によれば、炭粉は、竹炭の粉末を１畳当り１００～２００ｇ封入し
たので、通気性のある内側シートと外側シートの間に封入され、畳表側のみならず、畳床
側の異臭も吸収することができる。
【００１３】
　請求項５記載の考案によれば、イ草の畳表は、イ草を経糸が１本毎に織り込み、経糸と
経糸の間の一目が約７ｍｍの目積表からなるので、織り目が細かく、上品できれいな仕上
がりとなり、かつ、凹凸が深く、素足などの肌に触れることにより、感触が良く、適度な
刺激を脳に与えることができ、さらに、耐久性に優れた畳表となる。しかも、裏張りシー
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トの内側シートがイ草の畳表の細かい織り目の深い凹凸形状に食い込んで確実に接合され
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本考案による耐久性畳表の一実施例を示す一部拡大した断面図である。
【図２】本考案による耐久性畳表の一実施例を示す斜視図である。
【図３】（ａ）は、イ草の一目を経糸２本毎に織り込んだ一般的な目織り畳表の断面図、
（ｂ）は、イ草の一目を経糸１本毎に織り込んだ目積表の断面図、（ｃ）は、経糸を２本
にして織り込んだ目積表の断面図である。
【図４】従来の裏打ち地付き畳表の断面図である。
【図５】従来の畳床に炭片を収納した畳の断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　本考案による耐久性畳表は、イ草の畳表３０に、このイ草の畳表３０の厚さの数分の１
の厚さの裏張りシート３１を裏張りした耐久性畳表であって、前記裏張りシート３１は、
内側シート３３と外側シート３６の間に炭粉３４を封入してなり、この裏張りシート３１
の内側シート３３をイ草の畳表３０の裏側に接着剤３２で貼着する。
【００１６】
　前記内側シート３３は、０．１～０．２ｍｍ程度の薄くて柔らかで多孔質の不織布から
なる。
　前記外側シート３６は、０．２～０．３ｍｍ程度の薄くて伸縮の少ない硬めの多孔質の
凹凸のある不織布からなる。
　前記炭粉３４は、竹炭の粉末を１畳当り１００～２００ｇ封入する。
　前記イ草の畳表３０は、イ草３７を経糸３８が１本毎に織り込み、経糸３８と経糸３８
の間の一目が約７ｍｍの目積表からなる。
【実施例１】
【００１７】
　本考案による耐久性畳表の実施例１を図１、図２及び図３に基き説明する。
　図１及び図２において、３０は、イ草で編んだイ草の畳表で、このイ草の畳表３０は、
厚さが２．０～３．０ｍｍで、編み方によって異なる種類があり、使用目的によって使い
分けられるが、詳細は図３に基き後述する。
　このイ草の畳表３０の裏側に裏張りシート３１が接着剤３２によって裏打ちされている
。この裏張りシート３１は、０．１～０．２ｍｍ程度の薄くて柔らかで多孔質の不織布か
らなる内側シート３３と、０．２～０．３ｍｍ程度の薄くて伸縮の少ない硬めの多孔質の
凹凸のある不織布からなる外側シート３６と、これらの内側シート３３と外側シート３６
との間に接着剤３５で接着された竹炭などの炭粉３４からなり、この裏張りシート３１の
全体の厚さが０．４～０．６ｍｍ程度と、イ草の畳表３０の厚さの数分の１の厚さに構成
されている。
【００１８】
　前記内側シート３３は、イ草の畳表３０の凹凸面に容易になじんで接着されるような柔
らかさを有する和紙、ポリプロピレンなどの不織布が使用される。
　前記外側シート３６は、踏み付けられてもイ草の畳表３０の目が足指などで動くのを防
止するために伸び縮みのない強度を有するポリエステルなどの多孔質の凹凸のある不織布
が使用される。
　前記炭粉３４は、竹炭等を粉末にしたもので、１畳当たり１００～２００ｇが内側シー
ト３３と外側シート３６の間に均一に入れられ、接着剤３５で封入される。
【００１９】
　このようにして構成された裏張りシート３１は、イ草の畳表３０の裏面にゴム系等の接
着剤３２で接合される。イ草の畳表３０と外側シート３６との間に柔らかくて多孔質の内
側シート３３が介在されることで、イ草の畳表３０の裏面の凹凸にしっかりとなじんで接
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、炭粉３４の消臭効果を十分生かすことができる。
【００２０】
　前記イ草の畳表３０は、図３（ａ）に示すように、イ草３７を経糸３８が２本毎に織り
込み、経糸３８と経糸３８の間の一目が約１４ｍｍの一般的な畳表である引き目織り畳表
３０ａとしたもので、この引き目織り畳表３０ａに裏張りシート３１を貼り付けて使用す
ることができる。
　また、（ｂ）のように、イ草３７を経糸３８が１本毎に織り込み、経糸３８と経糸３８
の間の一目が約７ｍｍの経糸１本の目積表３０ｂとしたもので、この経糸１本の目積表３
０ｂに裏張りシート３１を貼り付けて使用することができる。この経糸１本の目積表３０
ｂの場合、織り目が細かく、凹凸も大きいが、内側シート３３を介在することで確実に経
糸１本の目積表３０ｂに密着固定される。また、織り目が細かいので、上品できれいな仕
上がりとなり、かつ、凹凸が深くて多いので、素足などの肌に触れることにより、適度な
刺激を脳に好感触を与えることができ、さらに、耐久性に優れた畳表となる。
　さらに、（ｃ）のように、経糸を２本とした経糸２本の目積表３０ｃの場合には、（ｂ
）よりもより一層凹凸が大きくなり、高級感と肌に触れたときの感触が増大する。
【００２１】
　前記イ草の畳表３０は、裏張りシート３１を貼着して耐久性畳を完成した後、シリコン
樹脂、フッ素樹脂その他の材料を静電塗装により噴霧して撥水処理をしたり、抗菌剤や遠
赤外線発生部材を塗布したりすることにより、汚れが付きにくく、かつ、カビ等の発生を
防止し、仮に、汚れが付いたり、カビが発生しても容易に除去することができる。
　また、経糸３８を着色剤にてイ草の畳表３０に近い色に着色したり、イ草３７そのもの
をエバーグリーン処理を施すことにより変色を長期間防止できる。
【符号の説明】
【００２２】
　１０…畳表、１１…接着剤、１２…裏打ち地、１３…裏打ち畳、１４…側辺部、１５…
縁地、１６…防湿性裏打ちシート、１７…プラスチック段ボール、１８…独立発泡ポリス
チレンフォーム、１９…炭片、２０…多数容器の並列体、２１…多幸通気性硬質プラスチ
ック薄板、２２…通気性厚手不織布、２３…畳表、３０…イ草の畳表、３０ａ…引き目織
り畳表、３０ｂ…経糸１本の目積表、３０ｃ…経糸２本の目積表、３１…裏張りシート、
３２…接着剤、３３…内側シート、３４…炭粉、３５…接着剤、３６…外側シート、３７
…イ草、３８…経糸。
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